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令和 8 年度体育施設における大会・イベント等の予約決定について（通知） 

 

 

日頃から、当市のスポーツ行政にご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

 さて、貴団体から申請いただいた体育施設の利用予約につきまして、下記のとおり決定

しましたのでお知らせいたします。 

 なお、施設の維持管理に伴う修繕工事や市主催事業などにより、施設の使用制限や休止

等をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

 

記  

 

１ 予約決定内容 

別紙「令和 8 年度 体育施設予約決定通知」のとおり 

※必ず決定日をご確認ください。 

 万が一、決定内容に不備がある場合は、2 月 20 日（金）までにスポーツ推進課へ

お問い合わせください。これ以降の修正は、他団体へ影響があることから受け付

けることができませんので、あらかじめご了承ください。 

※申込内容（施設名、使用場所等）が変更になっている場合や、予約に関する必要

事項等を「備考欄」及び「許可する際の注意事項欄」に記載していますので、併

せてご確認ください。 

     

２ 今後の手続 

（1）申請期間 

 令和 8 年 2 月 21 日（土）以降、利用日の前々月末日まで 

（例：10 月分の利用は 8 月末日までに申請） 

 ※4 月分は 2 月 28 日（土）までに申請・支払いをしてください。 

 ※受付・申請先がスポーツ公園管理棟及び総合運動公園テニスコートの施設に 

ついては、4 月分の申請書の提出を 4 月 1 日以降に行ってください。       

 

（2）利用申請方法《利用申請（申請は 2 通りあります）》 

①窓口で申請する場合 

・本通知書を基に、「体育施設利用許可申請書」を各施設の受付・申請先（別紙体育    

施設一覧表参照）に提出及び支払いをしてください。（申請書は施設窓口に設置し 

てあります。） 

 

 



②公共施設予約システムで申請する場合 

・年間予約の申請時、公共施設予約システムの ID を記載いただいた団体について

は、随時施設管理者で公共施設予約システムに決定内容を入力していきます。入力

が確定するとシステムのマイページから予約内容を確認できます。予約内容は申請

者側から変更できませんので、確認後、変更が必要な場合は使用料支払い前に電話

にて施設窓口に報告してください。 

・お支払いは、公共施設予約システム上でクレジットカードもしくは PayPay 等の電

子マネー決済でお支払いをすることができます。 

 

３ 注意事項等 

・期日までに利用申請の提出及び使用料の支払いがない場合や連絡が取れない場合

は、予約をキャンセルとします。 

・利用予約日が不要になった場合は、直ちに受付・申請先へ連絡してください。 

・施設駐車場の不足が見込まれる場合は、車の相乗りや公共交通機関をご利用くださ 

い。路上駐車は絶対にしないようお願いします。 

・その他不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

上越市教育委員会 スポーツ推進課 髙舘 

TEL 025-545-9257 


